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第２回 総務・庶務部会 要旨 

 

 

日 時 令和３年 11 月 24 日（水） 午後７時 00 分から午後８時 35 分 

場 所 東地区公民館 大会議室 

出席者 総務・庶務部会員 21 名 

事務局 小沼課長，須加野室長，小河原副参事，雨貝補佐，佐藤主幹 

    生涯学習課三輪補佐，中山係長 

 

 

次 第 

１．開  会 

２．あいさつ 

３．協議事項 

（１）アンケート調査結果について 

（２）学校名・校章・校歌について 

（３）体操服について 

（４）その他 

   児童クラブについて 

 ４．そ の 他 

 ５．閉  会 

 

 

決定事項等 

・今回の意見などを各自持ち帰り，次回再度協議する。そのなかで校名・校章・校歌・体 

操服についてある程度方向性を固める。 

・児童クラブの運営などについて出た意見に対し，次回事務局より回答する。 

 

 

次第に沿って，３の協議事項に進む。 

 

～事務局よりアンケート結果について説明を行う～ 

 

(部会長) 

 部会としては，令和３年度中に新しい学校の方向性を決めていきたいと思っています。 

(委員) 

 南小に行くという意識があったので，南小の名前で良いだろうという意見が多かったよ

うに思えた。 

(委員) 

 人数の多い南小をベースに全て考えると，南小に来た〇〇小学校の子というようになっ
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てしまう気がする。 

(委員) 

 南小の位置で新しい学校ということで，校名や校歌を考えることが必要ではないか。例

えば，城南小学校という名前であれば，城南地区の名前も，南小の名前も残せる。ふるさ

と学習においても，それぞれの地区が含まれていると説明もしやすいのでないか。 

(部会長) 

 アンケート結果も踏まえ，新しい学校名にするか南小の名前にするかといったところに

なるのではないか。 

(委員) 

 南台地区にある学校として，南小で良いのではないか。 

(委員) 

 校名が変われば，体操服なども変わるのであろう。南小のものを使うのであれば，他の

３校には支給されるという思惑で，南小で良いと考えている保護者が多いのではないか。 

(委員) 

 新しい校名や校歌・校章などが本来なら望ましいと思うが，ある程度４校のなかで折り

合いをつけることも必要だと思う。体操服の補助などに関して予算は取れているのか。 

(部会長) 

 事務局と話しをしたが，石岡中と城南中の例からも，南小の体操服に決まった場合は補

助も出るのではないか。新しい体操服の場合は難しいのではないかという現状だ。 

 専門部会での要望や提案を統合検討委員会に上げていき，そのなかでの協議を経て最終

的に予算要求に繋げていくといった流れだ。 

(委員) 

 例えば，バス代の保護者負担が無くなったりすれば，体操服などに対する保護者の考え

方も変わるのではないか。 

(部会長) 

 通学バスに関しては，通学・地域連携部会で話し合っていく。 

(部会長) 

 南小の保護者からも新しい体操服といった意見が挙がっているが，保護者負担がなけれ

ばといった認識での回答なのか。 

(委員) 

 保護者の負担は抜きにして，単純に新しくしたいか，今のままで良いかとの回答だと思

われる。 

(委員) 

 統合に伴って，言葉は乱暴だが３つの小学校を管理する経費が掛からなくなる。その部

分をバス代に充てて無料とすることが出来るのではないか。 

(部会長) 

 八郷中や石岡中・城南中の統合の際は，バス代や体操服の取り扱いはどのようになって

いたのか。 

(事務局) 

 城南中の生徒に対して体操服を１着補助しています。大人数の中に少ない人数というこ
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ともあったのか，統合後に城南中に体操服を着ていた生徒はいませんでした。八郷中の際

は，新しい体操服で補助はありませんでした。 

 バス代について，負担金として月 3,000 円をいただいております。小桜小と朝日小の統

合の際には，朝日小の児童は月 2,000 円。それ以外の児童は月 3,000 円となっております。 

 

～PTA・地区の順番で意見を伺っていく～ 

 

(委員) 

お金の問題もあるので難しいが，出来れば全て新しいものが良い。少人数で入ってい

く学校の子どもたちが差別されたりといったことは避けたい。 

(委員) 

 もし南小の体操服を使う場合，デザインが昔から変わっていない。統合後何年かして変 

わるといったことがあるのであれば，この機会でも良いのではないか。 

(委員) 

 個人的な意見だが，校名に関しては他の３校の中でも南小が良いという意見は多く感じ 

た。体操服もそのままで構わないが，変わる３校に関しては補助をしていただきたい。 

 南小の中でも新しい校歌という意見が多かったので，ここで新しいものを入れておくの 

のも良いかなと感じた。 

(委員) 

 最初に統合の話が出たときに，南小に通うことになるなら南小の体操服というイメージ

があった。きっとそう思っている保護者も多かったのではないか。南小の卒業生からおさ

がりも可能かと思った。 

(委員) 

 校名によって体操服も変わるのだろうが，南小の体操服は子どもたちの話でも機能性が

良くうらやましいと聞いている。個人的には良いと思っている。 

(委員) 

 体操服に関しては，なるべく負担が少ない方向でと意見が挙がっている。城南中の時の

ように，支給ありきで保護者は認識している現状だ。新しいものにすると，支給は難しい

のかと感じている。新旧体操服の移行期間を設けても，違う体操服を着ていることによっ

て子どもがいじめや疎外感を感じることがあってはいけないと思う。 

(委員) 

 アンケートの回答率も高く，統合に関心を持っていただけているのかなと思う。お金の

面で，南小に合わせていくのが現実的ではないかと感じている。新しいものより，南小の

既存の体操服にした方が補助が出やすいかもしれないのであれば，その方が良い。 

(委員) 

 本来であれば全て新しいものにとは思うが，状況的に全て南小にというのが落ち着くか

と思う。ただ，何も変わらないと新しい学校という感じにはならないので，体操服などが

変わると３校が入っていきやすくなるのではないか。各校でお互い譲り合える部分を探し

ていければ良いのかと考えている。 
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(委員) 

 南小は，変わるなら変わるで受け入れられる。統合後ほどなく 50 周年を迎えるので，

そのタイミングで要望があれば体操服も変えて良いのではと思っている。アンケートの結

果を基に，再度保護者に意見を求めるのも良いかと思う。 

 ４校から１校になった場合の年間の経費などについて教育委員会では把握しているのか。 

(事務局) 

 本日，数字の部分は持ち合わせていません。次回までにご用意したいと思います。 

(委員) 

 全てを新しくするのは現実的ではないといった意見もある。体操服に関しては，南小以

外の学校のものに決まった場合,南小の児童分も支給されるのだろうか。どこまで平等性

を保てるのかといった部分もある。 

(委員) 

 校名が変われば校章，校歌，体操服も変わることになるだろう。全てを新しくすると時

間も経費も相当掛かってくると思う。新しいものをつくりだすのには莫大なエネルギーが

必要だと思う。現在の南小を継承していくのがベストかと感じている。 

(委員) 

 お金の話が出てくるが，一番大事なのは子どもたちが学びやすい環境をつくることだ。 

長いものに巻かれろというのは良いことばかりではない。市の都合で始めた統合なら，全

ての学校に体操服も支給し，バス代も負担するのが当然だ。 

(委員) 

 他の委員から意見もあったが，南台地区の学校ということで南小学校でお願いしたい。

体操服については，石中と城南中の統合でもあったが，調整を進めて支給となった場合に

はぜひお願いしたい。 

(部会長) 

 本日いただいた意見を一度持ち帰っていただき，次回の部会で校名，校歌，校章，体操

服についてはある程度方向性を決め，統合検討委員会に持っていきたいと思っております。 

 

(４)その他  

児童クラブについて 

(事務局) 

 今の段階で，児童クラブの運営等についてご意見やご要望があればお伺いしたいと思い

ます。 

(委員) 

 地区としては，防犯や交通安全の確保に努めていきたい。交通量も増えて危険も増すこ

とから，学童利用の保護者の送迎車両が集中するのは出来れば避けたい。 

(委員) 

 廃校となった各学校で児童クラブの活動は可能なのか。もしくは，南小から各校に行く

のが大変であれば，城南中は使えるのか。その際にバスの運行の手配は出来るのか。 

(事務局) 

 本日，みなさまからのご意見をいただいて次回お答え出来ればと思います。 
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(事務局) 

 今お答え出来る部分では，建物自体の利用についてはコストや利活用方法の検討が必要

になってきますが，可能性はゼロではないと思います。城南中については，決定ではあり

ませんが教育委員会の中で別の利活用を検討しているといった状況です。バスの運行の部

分は，帰りのバス停に追加するといったことも，調整次第では可能かと思われます。 

(委員) 

 南小の学童施設に３校の児童が加わると，定員オーバーだと思う。各学校の児童クラブ

は存続していってほしい。 

(委員) 

 各校の児童クラブの利用人数はどのようになっているのか。 

(事務局) 

 南小は定員 94 名に対して 91 名。高浜小は 41 名に対して７名。三村小が 39 名に対して

22 名。関川小が 28 名に対して 13 名となっております。 

 

 終了時刻 午後８時４０分 

 


